
 

京都市民間保育園等障害児加配補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、民間保育園等（民間保育園、保育所型認定こども園及び幼保連携型

認定こども園をいう。以下同じ。）の実施する障害児加配人件費に対する補助金の交付に

関し、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）及び京都市補助金

等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的

とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、児童福祉法、就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（以下「認定こど

も園法」という。）及び条例において使用する用語の例による。 

２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 民間保育園 児童福祉法第３５条第４項により市長の認可を受けて設置された保育

所 

 ⑵ 保育所型認定こども園 認定こども園法第３条第１項又は第３項の規定により市長

又は京都府知事の認定を受けた認定こども園のうち、保育所型 

 ⑶ 幼保連携型認定こども園 認定こども園法第１７条第１項により市長又は京都府知

事の認可を受けた認定こども園 

⑷ １号認定子ども 子ども・子育て支援法（以下「支援法」という。）第１９条第１号

の要件を満たし、同法第２０条第１項の規定により本市の認定を受けた児童 

 

 ⑸ ２号認定子ども 支援法第１９条第２号の要件を満たし、同法第２０条第１項の規

定により本市の認定を受けた児童 

 ⑹ ３号認定子ども 支援法第１９条第３号の要件を満たし、同法第２０条第１項の規

定により本市の認定を受けた児童 

 ⑺ ２・３号認定子ども ２号認定子ども及び３号認定子ども 

 ⑻ 対象児童 京都市保育施設障害児保育障害程度区分認定要領（以下「要領」という。）

第５条に基づく認定を受けた児童（幼保連携型認定こども園のうち、別表１に記載す

る認可前に学校教育法に規定する私立幼稚園であった場合の１号認定子どもを除く。） 

⑼ 条例基準保育士数 京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例（幼保連携型認定こども園にあっては、京都市認定こども園の

認定の要件等に関する条例）により置くべき保育士の数 

 ⑽ 国基準保育士数 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令

第６３号）（幼保連携型認定こども園にあっては、幼保連携型認定こども園の学級の

編制、職員、設備及び運営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働

省令第１号））により置くべき保育士の数 

 ⑾ 医療的ケア児 京都市医療的ケアを必要とする児童に係る保育利用要綱における医

療的ケア児で京都市医療的ケア児保育支援に係る程度区分認定要領（以下「医ケア要



 

領」という。）第５条に基づく認定を受けた児童 

 ⑿ 対象職員 京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例第２６条又は京都市認定こども園の認定の要件等に関する条例第２０

条に定める職員配置に算定可能な職員とする。ただし、対象児童が医療的ケア児であ

る場合は、当該対象児童に医療的ケアを行う看護師、医師、保健師、助産師、准看護

師又は認定特定行為業務従事者を対象職員としてみなす。 

 ⒀  常勤職員 次に掲げる要件をいずれも満たす者 

ア 補助対象園の設置者に雇用（有期雇用契約を除く。）され、契約上の勤務時間が、補助

対象園の就業規則等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（月当

たり１２０時間以上のものに限る。）に達していること 

  イ 給与が月給制で支払われ、日額計算や時間給でないこと 

  ウ 社会保険、退職共済に加入していること（法的に加入することができない場合は除く。） 

⒁ 常勤換算実配置職員数 常勤職員の要件を満たす職員の数に、各非常勤職員の常勤

換算職員数（※）を加えた数をいう。 

 ※ 雇用契約書上の月当たりの勤務時間数を１７３時間で除して得た数に、補助事業年

度において勤務した月数（月当たり１日以上実動日がある月をいう。）を１２で除し

て得た数を乗じた数をいう。ただし、就業規則上、常勤職員の月当たりの勤務時間数

が１７３時間未満である補助対象園にあっては、就業規則上の常勤職員の月当たりの

勤務時間数で除することができる。 

 

（補助事業の対象） 

第３条 補助金の交付の対象は、補助事業年度における在籍児童のうち、対象児童の障害

認定区分に応じて定める加配職員数の配置のために要した対象職員の人件費とする。 

 

（加配職員数） 

第４条 対象児童のうち、１号又は２・３号認定子ども毎に、別表２のとおりとする。 

 

（支給要件） 

第５条 国基準保育士数及び条例基準保育士数を超えて、対象児童について前条に定める

加配職員数に応じた対象職員を配置したとき、その運営者の申請に基づいて、補助金を

交付する。 

２ 補助金の交付を受けようとする運営者は、要領第５条に基づく対象児童及び対象児童

の認定区分、補助金の算定対象となる期間について、市長の認定を受けなければならな

い。 

 

（補助金の額） 

第６条 別表３左欄の丸数字の順に算定した額と民間保育園等の運営のために保育士等の

人件費として支出した額を比較し、低い額を予算の範囲内において交付する。 

 

（補助金の申請） 

第７条 申請者は、条例第９条の規定により、市長が定める期日までに、「京都市民間保育



 

園等障害児加配補助金交付申請書」（第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて行わ

れなければならない。 

なお、第１号及び第２号に係る添付書類については、補助事業年度における京都市民

間保育園等への人件費等補助金の申請書又は変更承認申請書の添付書類等をもって代

えることができる。 

⑴ 職員配置状況確認書 

⑵ 賃金総括表 

⑶ 要領第６条に基づく障害程度区分の認定通知 

⑷ 医ケア要領第７条に基づく医療的ケア児程度区分の認定通知 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

 

（交付決定の通知） 

第８条 市長は、前条の規定に基づく交付申請があったときは、申請が到達してから原則

として３０日以内に、条例第１０条各項に基づき、交付又は不交付及び交付予定額を決

定し、「京都市民間保育園等障害児加配補助金交付決定（却下）通知書」（第２号様式）

により通知するものとする。 

 

（補助金の条件） 

第９条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、その目的を達成するために必要

があると認めるときは、条件を付することができる。 

 

（概算払） 

第１０条 市長は、条例第２１条第２項の規定に基づき、補助金の交付の目的を達成する

ため特に必要があると認めるときは、事業の完了前に、経費の一部について概算払をす

ることができる。 

２ 申請者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、請求書を、市長が定め

る期日までに提出しなければならない。 

 

（中止・廃止の承認の申請） 

第１１条 条例第１１条第１項第２号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長の承認

の申請は、「京都市民間保育園等障害児加配補助金中止・廃止承認申請書」（第３号様式）

により行うものとする。 

２ 市長は前項に基づく申請があった場合、内容を審査のうえ、「京都市民間保育園等障害

児加配補助金中止・廃止承認通知書」（第４号様式）により、通知するものとする。 

 

（実績報告及び補助金の交付額の決定等） 

第１２条 申請者は、市長が定める期日までに、当該補助事業年度中の状況について、「京

都市民間保育園等障害児加配補助金変更承認申請書兼実績報告書」（第５号様式）に、次

の各号に掲げる書類を添えて報告しなければならない。 

なお、第１号及び第２号に係る添付書類については、補助事業年度における京都市民

間保育園等への人件費等補助金の実績報告書の添付書類等をもって代えることができ



 

る。 

⑴ 職員配置状況確認書 

⑵ 賃金総括表 

⑶ 要領第６条に基づく障害程度区分の認定通知 

⑷ 医ケア要領第７条に基づく医療的ケア児程度区分の認定通知 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 第７条の申請と前項の実績報告の間でその内容が異なる場合、軽微な変更を除き、前

項の実績報告を以て、条例第１１条第１項第１号に規定する補助事業等の内容又は経費

の配分の変更に係る市長の承認の申請があったものとみなす。 

３ 前項に規定する軽微な変更は、補助目的及び事業能率に関係ない申請内容の細部の変

更である場合とする。 

４ 市長は、第２項に基づく申請があった場合、内容を審査のうえ、「京都市民間保育園等

障害児加配補助金変更承認（却下）通知書」（第６号様式）により、通知するものとする。 

５ 市長は、第１項の変更承認申請書兼実績報告書に基づき、実績が補助金の交付の決定

の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを審査のうえ、適合すると認めるときは、

「京都市民間保育園等障害児加配補助金交付額確定通知書」（第７号様式）により、通知

するものとし、この場合において、第１０条の規定に基づき既に支払った額と交付確定

額とが異なるときは、その差額について予算の範囲内において交付し、又は返還を命じ

るものとする。 

６ 申請者は、第５項の規定により返還を命じられたときは、速やかに返還しなければな

らない。 

 

（精算報告書の提出） 

第１３条 申請者は、第１０条による概算交付を受けた場合は、前条第２項の規定による

補助金の額の確定後（ただし、前条第５項の規定により返還を命じられたときはその返

還後）、速やかに、「京都市民間保育園等障害児加配補助金精算報告書」（第８号様式）に

より精算報告を行わなければならない。 

 

（関係書類の整備） 

第１４条 申請者は、支出を明らかにした帳簿を備え、当該支出について証拠書類を整備

し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後５年間保管しておかなければならない。 

 

(報告、検査及び指示) 

第１５条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対して、補助金の執行状況等に

ついて報告を求め、検査し、又は指示することができる。 

２ 前項の報告の要求等は、補助事業年度が終了した後も行うことができるものとする。 

 

（決定の取消し） 

第１６条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定

の全部又は一部を取り消し、又は交付予定額若しくは交付額を変更することができる。 

⑴ 前条の規定による報告、検査及び指示を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき 



 

⑵ 補助金を交付の目的外に使用したとき又は不正に使用したと認められるとき 

⑶ 不正又は虚偽の申請をしたとき 

⑷ 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

⑸ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消す決定をするときは、

聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経るものとする。 

３ 市長は、前項の手続を経て交付決定の全部又は一部を取り消す決定をしたときは、申

請者に対し、速やかにその旨を、「京都市民間保育園等障害児加配補助金決定取消・変更

通知書」（第９号様式）により通知するものとする。 

 

（補助金の返還命令） 

第１７条 市長は、条例第２２条及び前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消し、

又は交付額を変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、条例第２３条

に基づき、期限を定めて、その返還を命じるものとする。 

 

（補則） 

第１８条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室長

が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、決定の日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ 当面の間、第７条、第８条及び第１０条から第１３条までの規定は適用せず、京都市

民間保育園等への人件費等補助金交付要綱に基づき交付するものとする。 

 

附 則 

この要綱は、決定の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、決定の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、決定の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

別表１（第２条関係） 

行政区 施設名称 

北区 衣笠幼稚園 



 

左京区 認定こども園京都きらら幼稚園 

左京区 認定こども園 ふたば幼稚園 

下京区 東本願寺 たかくらこども園 

右京区 幼保連携型認定こども園 佛教大学附属こども園 

別表２（第４条関係） 

障害認定区分 対象児童 加配職員数 

１ １人につき １人 

２ １．５人につき １人 

３ ２人につき １人 

４ ３人につき １人 

５ ５人につき １人 

 

別表３（第６条関係） 

① 
２・３号年間平均加配職員数 

（医ケア児除く） 

第４条により算出する２・３号認定子ども（医ケ

ア児である児童を除く）の月毎の加配職員数を合算

し、１２で除して得た数（小数点第２位以下切捨て） 

② １号年間平均加配職員数 

第４条により算出する１号認定子どもの月毎の

加配職員数を合算し、１２で除して得た数（小数点

第２位以下切捨て） 

③ 
医ケア児年間平均みなし加

配職員数 

対象児童のうち医療的ケア児である児童の月毎

の第４条により算出する加配職員数から医ケア要

領第５条に基づく加配職員数を差し引いた数（※）

を、１２で除して得た数（小数点第２位以下切捨て） 

※差し引いた数が負となる場合は、０に置き換える 

④ ２・３号年間平均加配職員数 ①＋③ 

⑤ 合計年間平均加配職員数 ②＋④ 

⑥ 
２・３号補助基準額 

（加配数１人以下分） 
５，１７２，０００円 

⑦ 
２・３号補助基準額 

（加配数１人超過分） 
３，１８９，０００円 

⑧ 
１号補助基準額 

（加配数１人以下分） 
１，９００，０００円 

⑨ 
１号補助基準額 

（加配数１人超過分） 
１，２００，０００円 

⑩ 障害児加配実配置職員数 

第４条に基づき算出した加配職員数を上限に、国

基準保育士及び条例基準保育士を超えて配置され

た対象職員の常勤換算実配置職員数 

⑪ 
２・３号障害児加配実配置職

員数 
⑩と④の小さい方 

⑫ １号障害児加配実配置職員 ⑩－⑪と②の小さい方 



 

数 

⑬ 
２・３号障害児加配補助算定

職員数 
⑪と④の小さい方 

⑭ 
１号障害児加配補助算定職

員数 
⑫と②の小さい方 

⑮ 補助金の額 

【⑬≧１の場合】 

 ⑥×１＋⑦×（⑬－１）＋⑨×⑭ 

 

【⑬＜１かつ⑭≧１の場合】 

 ⑥×⑬＋⑧×（１－⑬）＋⑨×（⑭－（１－⑬）） 

 

【⑬＜１かつ⑭＜１かつ⑬＋⑭＜１の場合】 

 ⑥×⑬＋⑧×⑭ 

 

【⑬＜１かつ⑭＜１かつ⑬＋⑭≧１の場合】 

 ⑥×⑬＋⑧×（１－⑬）＋⑨×（⑭－（１－⑬）） 

 


